
社会資本総合整備計画 事後評価

令和５年10月19日（木）

神奈川県鎌倉市

資料１



国庫補助金・国庫補助事業とは

本市の下水道事業については、

社会資本整備総合交付金という国庫補助金の
交付を受けて実施しています。

地方公共団体が行う特定の事務事業に対して
国からの補助として交付されるお金

国庫補助金

国庫補助金を利用して行う事業のこと

国庫補助事業
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社会資本整備総合交付金の種別

防災・安全交付金

社会資本整備総合交付金

施策目的実現のための基幹的な事業

上記に関連する社会資本整備事業

基幹事業の効果を高めるソフト事業

主に施設の
新規整備

命と暮らしを守るインフラ総点検・再構築に資する事業

生活空間の安全確保・質の向上に資する事業

施設の長寿命化や地震対策に関する事業

主に施設の
改築更新
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事業を実施

整備計画

計画策定

計画に基
づき交付
額を算定

計画に基
づき交付
額を算定

国へ提出

事業の実施

計画期間終了後、地方自治体は、自ら事後評価を行って公表
※評価の透明性、客観性、公正さの確保のため、第三者の意見を求める。

事後評価の実施

計画ごとに成果目標を設定地方公共団体
策
定

交付金を交付

整備計画に基づき地方公共団体

地方公共団体へ毎年度国

社会資本整備総合交付金事業の実施
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社会資本整備総合交付金

事後評価の対象計画

・対象計画なし

防災・安全交付金

計画名：鎌倉市下水道地震対策事業計画第２期（重点計画）

・計画期間： 令和３年度（2021年度）の１年間

・対象事業： 管渠耐震化事業

事後評価の対象となる鎌倉市の計画について
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